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序
言

江
戸
時
代
既
に
「
太
宰
府
の
町
は
三
四
百
軒
も
あ
る
ぺ
き
。
草
珠
家
ば
か
り
に
て
見
苦
し
き
所
な
り
。
至
て
逢
鄙
の
地
に

．
て
背
公
の
無
き
も
の
な
ら
ば
絶
て
人
の
來
る
べ
き
里
に
は
非
ざ
る
べ
し
」
〈
碓
確
極
詑
）
と
云
は
れ
た
太
宰
府
の
町
は
元
来
郭

外
の
地
に
發
逹
し
た
天
沌
宮
の
門
前
町
と
し
て
現
在
も
餘
命
を
保
の
み
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
今
全
く
荒
朧
し
た
郭
内
の
地

に
淺
礎
迩
瓦
老
見
て
は
、
そ
図
ろ
に
股
盛
な
り
し
古
へ
を
懐
は
し
め
る
。
此
府
人
物
股
繁
天
下
一
都
會
也
（
識
郷
誌
認
罐
帷
識

華
》
）
と
孵
せ
ら
れ
た
頃
、
郭
内
は
京
師
に
倣
っ
て
條
坊
を
荊
し
た
も
の
で
あ
る
事
は
諸
先
學
の
意
見
で
あ
る
様
に
見
受
け

ら
れ
る
が
、
そ
の
範
幽
街
柵
の
紺
に
至
っ
て
論
及
し
た
者
を
知
ら
な
い
。
吉
田
束
伍
博
士
の
大
群
大
日
本
地
名
跡
書
に
就
い

て
太
宰
府
の
項
を
開
け
ば
、
條
坊
の
制
の
存
し
た
事
は
認
め
ら
る
け
れ
ど
も
そ
の
委
細
に
至
り
て
は
臆
度
し
難
し
と
あ
る
。

都
府
條
坊
の
大
鰐
を
描
か
れ
し
も
の
に
喜
田
貞
吉
、
伊
藤
忠
太
姻
博
士
の
説
が
あ
る
か
ら
次
に
之
を
紹
介
し
や
う
。
喜
田

博
士
に
よ
れ
ば

醤
時
の
太
宰
府
市
街
は
都
府
椣
恥
祉
を
北
端
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
南
に
延
び
、
左
右
に
亘
り
、
束
は
今
の
太
宰
府
町
の
入

太
宰
府
の
迩
瞳
と
條
坊
二
五

太
宰
府
の
遺
蹟
寺
」
條
坊
五
一
）
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後
の
平
安
京
等
の
例
に
参
酌
し
て
黒
ぽ
全
都
府
の
條
坊
厩
制
淀
復
原
す
れ
ば
、
府
臓
阯
の
中
心
線
よ
り
東
西
各
十
町
即
ち

方
二
十
町
と
し
て
大
過
な
い
と
恩
ふ
。
そ
の
間
に
は
獅
世
音
寺
雨
団
分
寺
ぞ
は
じ
め
有
力
な
寺
院
が
配
置
さ
れ
、
名
震
都
府

と
し
て
の
隈
制
ぞ
具
へ
て
ゐ
た
。
（
罐
寸
稗
識
瞬
計
嘩
嶬
娠
雛
新
椒
細
率
燕
詮
誌
）

と
の
意
味
を
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
右
は
単
に
管
見
に
入
っ
た
記
事
で
、
未
だ
雨
説
共
そ
の
論
擦
を
詳
に
し
な
い
。
從
っ
て

之
が
批
判
は
暫
く
止
め
、
以
下
私
案
に
よ
る
府
の
條
坊
原
制
復
原
案
を
提
示
し
て
御
叱
正
を
仰
ぎ
度
い
。

太
宰
府
條
坊
制
復
腺
の
端
締
と
し
て
所
謂
都
府
櫻
を
中
心
と
す
る
太
宰
府
庶
趾
、
並
び
に
観
世
音
寺
の
殿
堂
伽
聴
の
配
置

太
宰
府
の
迩
蹟
と
條
坊
．
二
六

川
よ
り
、
西
は
水
城
の
雄
に
近
く
、
南
は
二
日
市
湯
町
地
方
に
及
び
、
刺
し
て
條
坊
を
厳
す
こ
を
平
城
平
笠
諸
京
の
如
く
な

り
し
も
の
の
如
し
。
二
日
市
東
南
に
山
口
村
大
字
俗
明
院
あ
り
。
太
宰
犬
式
小
野
岑
守
が
絨
命
院
ぞ
設
け
，
付
來
の
猜
舍
に

供
せ
し
所
三
代
格
に
太
宰
府
南
郭
に
あ
り
と
見
ゆ
。
以
て
府
の
位
置
を
察
す
べ
し
。
（
蛙
報
稚
楯
癖
蕊
書
）

と
あ
り
、
次
に
伊
東
博
士
は

よ
り
こ
れ
等
の
復
原
を
始
め
や
う
。

の
様
な
説
明
が
あ
る
。

一
、
太
宰
府
廃

太
宰
府
市
街
の
中
心
を
な
す
ぺ
き
府
臓
は
今
筑
紫
郡
水
城
村
大
字
槻
世
昔
寺
の
う
ち
大
要
、
月
山
、
藏
司
の
三
小
字
に
亙

っ
て
其
阯
を
存
し
て
ゐ
る
。
府
臓
の
中
心
宵
衙
は
所
謂
都
府
櫻
で
あ
っ
て
貝
原
茶
軒
の
篇
纂
し
た
筑
前
國
絨
風
土
記
に
は
次

都
府
櫻
雄

i
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太
宰
府
官
舎
の
あ
り
し
跡
心
北
に
あ
り
。
都
督
府
の
楼
な
れ
ば
都
府
櫻
と
は
云
ふ
也
・
天
智
天
皇
の
と
き
始
め
て
建
さ
せ

ら
る
る
と
云
ふ
。
其
地
東
西
十
四
間
南
北
六
間
大
な
る
礎
石
三
十
有
、
其
礎
石
何
れ
も
方
六
尺
餘
り
あ
り
。
其
内
柱
の
立
ち

し
所
は
樫
二
尺
一
寸
許
也
。
其
邊
に
古
瓦
残
れ
る
も
の
多
し
・

紬
風
土
記
を
追
補
し
た
地
誌
に
青
柳
種
信
の
筑
前
縦
風
土
記
拾
通
が
め
”
○
．
同
聿
周
に
は
都
府
櫻
の
迩
賦
に
つ
い
て
や
ｋ
詳

細
な
記
述
が
あ
る
。

關
屋
の
方
よ
り
天
沌
宮
に
詣
る
大
道
の
北
の
慨
に
小
流
有
。
此
の
逢
の
田
地
道
よ
り
一
段
低
く
し
て
長
し
。
是
古
の
池
の

埋
り
し
祉
也
Ｊ
其
北
の
岸
上
東
西
八
間
南
北
六
間
許
り
の
所
に
礎
石
十
簡
有
。
其
左
右
に
も
礎
石
有
。
其
經
五
六
尺
中
に
柱

を
建
し
穴
有
ｏ
是
大
門
の
阯
と
云
。
其
少
し
北
に
東
西
八
間
南
北
四
州
斗
の
所
礎
九
つ
有
。
夫
よ
り
北
の
方
東
に
三
十
餘
間

に
横
十
間
長
士
一
間
許
の
所
に
礎
六
十
餘
有
。
其
東
方
礎
石
少
営
は
貞
享
年
中
観
世
音
寺
再
建
の
時
に
こ
上
の
石
を
割
取
り

し
と
云
・
其
北
一
段
高
地
に
草
原
あ
り
。
東
西
十
四
冊
南
北
六
問
礎
石
四
十
一
有
。
之
を
都
府
楼
の
地
と
云
。
南
大
門
の
地

よ
り
正
中
に
位
し
て
其
榊
鴻
大
な
り
。
官
舎
の
正
臓
な
る
ぺ
し
。
其
北
に
も
大
厘
の
阯
有
。
其
石
方
六
尺
餘
柱
を
雁
し
所
に

彫
上
り
た
り
。
其
裡
二
尺
五
寸
或
は
二
尺
一
寸
有
。
近
代
迄
も
田
伽
の
妨
也
と
て
礎
石
多
く
割
取
け
る
。
先
君
（
畔
鋼
濟
）
の

印
寺
ｋ
り
乱
く
是
影
蕊
じ
袷
へ
る
。

彫
上
り
た
り
。
其
裡
二
尺
五
寸

御
時
よ
り
固
く
是
を
禁
じ
給
へ

以
上
の
外
近
世
此
の
地
の
礎
石
を
剛
示
し
た
遺
跡
剛
数
種
が
あ
る
。
今
知
見
に
燗
れ
し
も
の
を
畢
ぐ
れ
ぱ

一
、
寛
政
五
年
の
岡
賑
岡
市
許
斐
俄
助
氏
藏
（
岬
榊
辨
雑
癖
群
雑
談
幟
蠅
“
）

本
剛
附
記
に
「
此
個
は
寛
政
五
年
準
齊
隆
公
御
巡
見
の
節
御
愈
議
有
之
た
る
刷
也
」
・
と
あ
る
。
又
裏
書
に
此
都
府
継
の
跡

太
宰
府
の
遺
騒
と
條
坊
二
七

ｆ
ｂ
ｌ

I
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太
宰
府
の
遺
蹟
と
條
坊
二
八

に
礎
の
只
今
礎
り
た
る
間
は
先
荊
齊
隆
公
の
御
納
戸
に
納
め
あ
り
た
る
を
高
畠
杢
助
扇
し
世
け
る
老
今
有
田
貞
次
に
托
し
寓

し
て
爲
家
藏
。
享
和
元
年
五
月
廿
三
日
永
井
剛
章
。
」
と
あ
る
。

二
、
文
政
三
年
太
宰
府
趾
礎
石
現
改
之
岡
（
恥
方
測
恥
）

西
方
湖
源
所
載
の
岡
に
は
明
治
汁
三
年
六
月
涯
在
の
石
數
ぞ
追
録
し
て
ゐ
る
。
前
岡
に
比
し
て
厩
純
困
に
亘
っ
て
都
府
椣

附
近
の
礎
石
二
百
餘
佃
の
外
藏
司
に
石
百
三
十
三
個
を
描
く
。

三
、
文
政
三
年
観
世
音
寺
村
之
内
奮
礎
現
の
剛
（
飛
耀
恥
榊
咋
州
巻
）

本
岡
は
東
原
山
よ
り
西
刈
萱
關
國
分
寺
に
亙
り
、
北
は
川
王
寺
山
よ
り
南
都
府
楼
に
及
ぶ
も
主
と
し
て
都
府
椣
及
び
槻
批

昔
寺
の
淺
礎
ぞ
示
す
も
の
で
あ
る
。

四
、
年
代
未
詳
太
宰
府
都
府
椣
迩
跿
岡
霊
碓
睡

描
罵
頗
る
簡
略
で
あ
っ
て
参
考
と
な
る
所
少
い
。

以
上
四
囲
は
礎
石
の
麓
存
状
態
を
示
し
た
迩
跣
剛
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
等
の
遺
蹟
よ
り
往
古
の
太
宰
府
市
街
の
奮
欣

を
想
像
し
た
復
原
岡
が
あ
る
。
豐
後
団
日
田
町
な
る
後
藤
氏
所
賊
の
太
宰
府
圃
巻
は
最
も
有
名
な
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
遺
蹟
の
現
状
を
述
べ
、
上
述
の
文
献
古
聞
ぞ
参
照
し
て
、
官
衙
の
配
置
を
考
へ
や
う
・

今
都
府
櫻
阯
附
近
の
礎
石
配
列
溌
慨
槻
す
る
に
六
個
の
集
團
に
分
っ
事
が
出
来
る
。

第
一
群
ｌ
遺
阯
の
正
中
最
南
方
に
當
り
大
門
阯
占
思
は
？
礎
石
群

第
一
燕
’
一
群
の
正
北
に
配
置
せ
る
も
の
中
門
阯
と
推
定
せ
ら
れ
る
も
の

ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
卜
‐
Ｉ

L



第
三
群
ｌ
中
門
の
東
北
に
並
列
す
る
所
謂
束
聴
阯
叉
は
東
帆
集
殴
阯
と
呼
ぱ
る
Ｌ
も
の
。

第
四
群
１
束
臆
阯
に
助
對
し
て
、
そ
の
西
に
並
べ
る
西
殿
阯
或
は
西
朝
渠
殿
阯
。

第
五
群
ｌ
中
門
の
正
北
匹
段
高
い
草
地
に
轄
刎
せ
る
所
謂
都
府
櫻
阯
叉
は
正
臓
阯
と
呼
ぼ
ろ
典
も
の
．

第
六
群
ｌ
正
聴
阯
の
直
背
後
に
あ
り
て
今
は
礎
石
一
佃
も
存
し
な
い
が
古
苔
、
古
間
に
言
ふ
所
の
後
肺
阯
。

都
府
櫻
な
る
名
榊
は
、
或
は
錨
五
群
の
礎
石
上
の
建
物
ぞ
呼
ぶ
が
餐
當
で
あ
る
が
、
暫
く
此
虚
で
は
以
上
六
群
の
礎
石
上

の
建
物
を
總
孵
し
て
都
府
椣
と
假
孵
す
ら
。
１
１
而
し
て
各
個
の
礎
石
群
に
は
順
次
（
一
）
大
門
、
（
二
）
中
門
，
（
三
）
東

殿
、
（
四
）
西
殿
、
（
五
）
疋
股
、
（
六
）
後
殿
の
名
を
以
て
呼
ぶ
事
と
す
る
。

西
殿
、

’
’
’
’
０
‐
’
‐
‐
，
‘
‐
‐
峠
‐
‐
１
１
．
１

I

（
こ
大

（
障
特
輝
毒
、
“
油
・
逗
‐
一
屯
固
重
豆
墜
）

太
宰
府
の
諦
蹟
と
條
坊

利↓

ｅ

重
重
環
創
謬
亘
卦
藍
ご
萎
重
Ｉ
罫
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礎
石
十
二
燗
存
し
一
燗
は
都
府

瀧
道
路
開
通
紀
念
碑
に
割
り
取
ら

れ
て
ゐ
る
。
最
北
列
の
五
州
は
同

一
水
平
面
に
あ
り
且
つ
一
直
線
に

西
五
度
北
の
方
位
を
取
っ
て
整
列

キ
タ
巽
哩
○

こ
の
第
一
列
の
五
川
は
原
位
世
を

保
つ
も
の
で
、
二
行
二
列
目
の
礎

一
一
九

へ

に此
揃方

ず位
るは

1上llMII
IA1府
で雌

あ趾
る全
般
一

I



I

太
宰
府
の
澁
蹟
と
條
坊
一
二
○

石
（
釧
症
雌
奄
↓
翻
刻
確
靴
唖
弛
輌
一
咋
伽
屹
刎
恥
醒
確
郵
）
も
亦
後
価
の
移
動
な
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
一
群
の
礎
石
は

岡
盤
の
繰
り
出
し
往
座
が
あ
る
。
一
列
二
行
目
の
例
を
と
れ
ば
、
邇
當
な
大
さ
の
花
崗
岩
を
取
り
上
面
を
平
狐
に
し
剛
座
を

繰
り
出
し
た
も
の
で
柱
座
上
面
の
直
径
二
尺
凹
寸
五
分
、
同
下
面
に
於
て
二
尺
六
寸
餘
り
、
其
厚
さ
六
分
あ
る
。
他
の
礎
石

も
倣
少
の
出
入
は
あ
る
が
、
黒
ぽ
一
様
で
あ
る
。
二
列
二
行
の
礎
石
は
繰
り
出
し
の
外
に
、
扉
軸
の
装
世
さ
れ
る
ほ
ぞ
孔
並

に
方
立
の
附
設
さ
れ
る
矩
形
の
孔
が
あ
り
、
此
の
礎
石
の
榊
迭
及
位
世
に
よ
っ
て
老
ふ
れ
ば
、
扉
は
雨
戸
で
あ
る
。
束
北
隅

の
礎
石
に
は
極
二
尺
二
寸
の
凹
形
座
に
接
し
、
束
方
及
南
方
に
向
っ
て
凹
座
よ
り
も
や
Ｌ
低
い
矩
形
の
造
り
出
し
か
あ
る
。

こ
れ
は
壁
の
鱗
築
を
物
語
る
も
の
で
、
本
来
の
位
世
を
保
っ
た
も
の
で
あ
る
事
を
知
る
。
全
礎
石
の
配
列
に
よ
っ
て
、
大
門

全
建
築
の
平
面
規
模
は
五
間
二
面
三
戸
と
認
め
ら
れ
る
。
（
醗
翫
岬
峨
鋤
岬
娠
調
）

可
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現
存
六
燗
の
礎
石
中
東
北
端
の

一
個
を
除
く
外
奮
位
世
を
素
し
て

ゐ
な
い
。
之
を
大
門
の
礎
石
に
比

す
れ
ば
、
石
材
幾
分
小
さ
く
、
凹

座
外
の
餘
地
が
少
い
。
現
在
は
二

列
に
止
ろ
け
れ
ど
も
、
そ
の
厩
さ

に
相
し
て
中
央
列
に
扉
柱
の
無
い

I

1

1
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問
屋
を
想
像
す
る
事
刷
雌
な
れ
ば
兀
来
三
列
で
あ
っ
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
Ｊ
梁
間
は
礎
石
の
妖
乏
に
よ
っ
て
復
原
困
難
で
あ

る
が
大
門
に
準
じ
五
間
の
陵
さ
と
想
像
す
る
。

f劃弓起ブーチー＜&
西
殿
阯
第
一
列
は
一
直
線
に
（
郵
帷
度
）
同
一
水
平
面
に
並
ん
で
ゐ
る
。
此
の
妓
束
列
の
礎
石
の
中
心
線
と
大
門
中
門
の
南

北
中
線
と
の
距
離
は
百
十
六
尺
あ
る
。
こ
の
剛
門
南
北
中
級
よ
り
束
百
十
六
尺
の
距
離
に
一
列
の
礎
石
が
あ
っ
て
、
是
れ
が

束
殴
阯
妓
西
端
と
恩
は
る
Ｌ
一
行
で
あ
る
。
即
ち
東
西
Ⅲ
殿
は
南
北
中
心
線
よ
り
各
交
百
十
六
尺
を
陥
て
ｌ
對
時
し
た
も
の

太
宰
府
の
識
蹟
と
係
坊
二
二

東
殿
阯
に
於
て
九
個
（
鋤
虻
個
）
西
殿
阯
に
於
て
八
佃
（
許
炸
佃
）
存
し
て
ゐ
る
礎
石
の
形
状
と
大
さ
は
大
門
と
大
差
な
い
。

鮪
三
剛
東
殿
礎
石
愛
測
剛

（
三
）
束
殿
及
西
殿

ぐI”
－．㎡

必』 〃
』
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I

’
い
か
ら
元
來
殿
堂
の
最
北
柱
列
を
な
せ
し
も
の
で
あ
ら
う
。
此
の
岐
北
列
の
礎
心
よ
り
移
動
せ
ざ
る
礎
石
の
中
心
を
測
れ
ば

一
、
二
列
間
十
二
尺
七
寸
八
分
、
二
、
三
列
間
十
二
尺
刈
寸
八
分
、
三
、
四
列
Ⅲ
十
二
尺
七
寸
あ
っ
て
、
ぼ
ぱ
等
距
離
に
な
る
。

次
に
東
殴
阯
最
北
列
の
礎
心
東
西
線
を
西
に
延
遥
し
て
現
存
西
殴
阯
岐
北
端
の
礎
石
中
心
と
の
脈
離
を
測
れ
ば
、
二
十
五

尺
三
寸
あ
る
。
之
を
二
等
分
す
れ
ば
十
二
尺
六
寸
五
分
と
な
り
、
恰
も
東
殿
南
北
柱
間
に
等
し
い
。
よ
っ
て
西
殿
に
於
て
も

現
在
最
北
列
礎
石
よ
り
更
に
北
方
二
列
の
礎
石
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
此
の
復
原
礎
石
鋪
一
列
よ
り
南
に

順
次
数
へ
第
八
列
〈
碑
舳
鋤
釦
礎
）
の
礎
石
は
東
西
に
長
い
形
ぞ
呈
し
て
ゐ
る
か
ら
西
臆
阯
岐
南
列
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
０
Ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
Ｉ

９
０
－
４
１
１
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
’ 太

宰
府
の
迩
瞳
と
條
坊
三
三

で
あ
る
。
東
殿
阯
の
現
存
の
岐
北
刎
川
行
は
、
碑
位
吐
を
保
っ
て
東
西
に
並
ん
で
ゐ
る
。
礎
石
の
至
形
は
何
れ
も
東
西
に
長

鋪
岡
川
西
殿
礎
石
睡
測
州

｜ ｜

ー－－－｢－
〃

●
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東
殿
は
西
殿
と
對
稚
の
位
置
に
あ
り
、
何
れ
も
七
間
三
面
の
齊
椎
を
な
し
た
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
然
る
に
古
記
録
古

固
に
よ
れ
ば
更
に
多
数
の
礎
石
を
記
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、

東
殿
阯
西
殿
阯

績
風
土
記
拾
遺
三
十
餘
佃
六
十
餘
個

寛
政
五
年
圖
二
十
四
個
五
十
個
０

文
政
三
年
間
三
十
二
個
六
十
一
個

明
治
二
十
三
年
間
三
十
一
個
二
十
六
個
・

復
原
し
得
た
東
西
雨
殿
宇
の
廣
さ
を
、
七
間
三
面
と
す
れ
ば
、
總
礎
石
数
は
各
全
一
子
二
個
と
な
る
。
こ
れ
は
徳
川
期
の

文
献
古
岡
に
明
記
す
る
六
十
餘
佃
の
牛
に
し
か
常
ら
な
い
。
寛
政
五
年
の
吉
岡
に
は
西
殿
阯
南
北
に
十
五
列
竝
ぴ
、
文
政
三

年
岡
で
は
十
八
列
と
な
る
。
即
ち
先
に
復
原
し
た
殿
宇
は
、
ぼ
図
催
敵
だ
け
南
方
に
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
の
延

長
す
ぺ
き
殿
宇
は
一
宇
で
あ
る
か
、
二
字
に
分
立
す
ぺ
き
か
、
古
川
に
於
て
は
一
様
に
竝
ん
で
ゐ
る
が
、
各
登
凋
立
し
た
二

堂
と
老
へ
る
が
安
當
で
あ
ら
う
。
南
方
殿
字
の
間
敬
も
、
勿
論
碓
礎
に
知
る
事
は
川
來
な
い
が
、
脾
く
文
政
三
年
の
側
に
從

っ
て
九
間
三
面
と
假
定
す
る
。
從
っ
て
東
殿
も
西
殿
に
倣
っ
て
二
堂
宇
同
形
に
相
對
し
て
竝
ぶ
様
に
な
る
。

堂
と
老
へ
る
が
安
當
で
あ
ら
う
。

っ
て
九
間
三
面
と
假
定
す
る
。
榊

所
謂
都
府
椣
阯
で
あ
っ
て
、
此
阯
妓
も
よ
く
齊
礎
が
通
存
し
て
ゐ
る
。
特
に
四
脚
の
地
よ
り
隆
起
し
て
基
型
の
奮
離
を
偲

ば
れ
る
上
に
、
現
在
三
十
六
側
の
礎
石
整
然
と
し
て
配
列
さ
れ
て
ゐ
る
。
岐
南
列
及
び
妓
東
列
の
礎
石
は
、
土
亜
の
崩
壊
に

よ
っ
て
各
産
南
及
束
に
傾
斜
し
た
も
の
が
多
い
け
れ
ど
も
．
そ
の
他
は
ほ
と
ん
ど
哲
態
の
幟
で
あ
る
。
そ
の
配
吐
に
よ
り
、

太
宰
府
の
逓
蹟
と
條
坊
二
一
三

（
四
）
正
殿

所
謂
都
府
櫻
阯
で
あ
っ
て
、
唖

ば
れ
る
上
に
、
現
在
三
十
六
川
（



。

太
宰
府
の
迩
踊
と
條
坊
一
二
四

七
間
凹
面
の
建
物
で
あ
っ
た
事
は
明
瞭
で
あ
る
。
礎
何
の
彫
刻
蚊
も
粘
巧
を
極
め
、
二
殴
或
は
三
股
の
凹
形
柱
座
の
送
り
Ⅲ

し
が
あ
り
、
石
も
他
に
比
し
て
頗
る
大
形
で
あ
る
。
七
Ⅲ
四
面
細
石
数
三
十
六
川
の
外
に
、
最
南
列
左
右
叩
端
に
一
佃
宛
の

團
菫
涛
劃
露
犀
制
国
間
鵠

小
礎
石
が
あ
る
っ
寛
政
五
年
剛
に
本
殿
阯
西
南
隅
に
二
仙
石
を
描
き
、
此
ノ
ニ
ッ
礎
小
シ
と
註
記
し
て
ゐ
る
。
そ
の
配
列
位

置
よ
り
見
て
恐
ら
く
歩
廊
の
礎
石
と
思
は
れ
、
歩
廊
は
本
殿
前
面
よ
り
左
右
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
：
．

や雫
傘－－膳

忠÷ふ

丸
一
、

（
乳
中
譜
、
〃
蕊
両
一
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で
試
漂
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で
待
壜
・
霞
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（
五
）
後
殿

本
殿
阯
の
北
に
接
し
て
、
後
殿
祉
と
呼
ぱ
る
上
所
が
あ
る
。
明
治
廿
三
年
貸
在
の
時
既
に
失
は
れ
て
ゐ
た
も
の
上
様
で
、

礎
石
一
個
も
現
存
し
な
い
が
、
寛
政
の
岡
に
は
十
九
個
、
文
政
の
岡
に
は
四
十
佃
謡
か
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
配
置
に
よ
っ
て
、

殿
宇
の
庚
菱
を
推
知
し
得
な
い
は
遼
憾
で
あ
る
。

以
上
で
、
各
殿
宇
に
つ
い
て
個
別
的
に
其
規
棋
を
推
定
し
経
っ
た
。
此
等
六
群
の
礎
石
に
よ
っ
て
、
大
門
、
中
門
、
東
西

雨
殴
各
さ
一
宇
宛
、
本
殿
、
後
殿
、
凡
て
八
字
の
殿
椣
が
得
ら
れ
た
事
と
な
る
。
叉
木
殿
阯
附
脇
の
小
礎
石
に
よ
っ
て
、
各

殿
宇
を
連
結
す
べ
き
歩
廊
の
存
在
も
亦
之
を
推
定
し
得
た
。
今
此
等
諸
殿
の
相
互
關
係
ぞ
見
る
に
次
の
如
き
蓮
關
が
あ
る
。

（
こ
大
門
、
中
門
、
本
殿
の
中
心
鮎
は
同
一
線
上
に
あ
る
。
後
殿
の
中
心
鮎
も
恐
ら
く
は
同
一
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

今
と
の
一
線
を
都
府
櫻
南
北
の
中
軸
級
と
稲
す
る
。

（
二
）
中
軸
線
の
方
位
は
磁
針
と
僅
少
の
差
あ
り
、
即
ち
北
に
於
て
約
五
度
束
偏
す
る
。

（
三
）
東
殴
及
西
殿
の
南
北
中
線
は
中
軸
線
と
平
行
で
あ
る
。
而
し
て
胴
殿
の
内
側
礎
心
南
北
級
は
中
軸
線
よ
り
各
持
百
十

（
四
）
本
殿
南
よ
り
錐
二
列
礎
石
線
と
束
殴
阯
最
北
列
礎
石
線
は
、
平
行
に
し
て
そ
の
距
離
百
二
十
三
尺
、

（
五
）
本
殿
南
よ
り
雄
二
列
礎
桁
線
と
之
に
平
行
な
る
中
門
股
北
列
礎
石
級
と
の
距
離
三
百
六
十
三
尺

（
六
）
中
門
最
北
列
絲
と
大
門
最
北
礎
石
列
線
と
の
順
離
は
百
十
尺

（
七
）
中
門
最
北
礎
石
列
絲
と
現
在
太
宰
府
町
五
條
忙
迩
寸
ろ
逝
路
中
心
延
踵
線
と
の
服
離
百
九
十
尺
。

太
宰
府
の
沿
蹟
と
條
坊
二
一
五

六
尺
の
距
離
に
あ
る
。

I
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太
宰
府
の
迩
蹟
と
條
坊
一
二
六

（
八
）
大
門
最
北
列
礎
石
線
と
同
上
道
路
延
憂
級
と
の
即
離
は
而
尺
。

次
に
こ
虹
等
殿
宇
楼
門
の
配
世
を
按
じ
て
想
起
す
る
の
は
、
京
帥
大
内
裏
に
於
け
る
朝
紫
院
或
は
盟
樂
院
に
枕
桃
す
る
事

ヅI

第
六
皿
平
城
京
朝
堂
内
裡
湘
苑
削
瞳
伽 １

１
１
‐
川
Ⅲ
程
’
二
Ⅱ
Ⅲ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
１
ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ餌

坐
全
一

Ｊ

党

踊
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し
て
朝
堂
院
に
於
て
は
、
雁
天
命
昌
咽
門
の
間
に
東
西
二
朝
喋
殴
が
相
對
立
し
て
ゐ
る
・
恰
も
西
朝
集
殿
に
相
常
す
る
位
置

に
歯
っ
て
、
都
府
椣
阯
に
於
て
も
一
個
の
礎
石
が
跨
っ
て
ゐ
る
。
此
の
石
は
土
ぞ
被
っ
て
露
れ
て
ゐ
な
い
爲
め
に
未
だ
資
測

を
経
な
い
が
ほ
凹
原
位
世
ぞ
保
つ
が
如
き
状
勢
に
あ
る
事
を
土
地
の
人
か
ら
聞
い
て
ゐ
る
。
又
豐
樂
院
と
對
比
す
る
に
、
先

に
都
府
椣
東
西
胴
殿
を
各
交
二
字
に
相
定
し
た
の
は
、
反
っ
て
蝿
樂
院
の
明
義
永
槻
及
槻
徳
、
顯
陽
の
囚
宇
の
配
置
に
酷
似

し
て
ゐ
る
。
元
來
豊
樂
院
朝
堂
院
叩
者
は
そ
の
椛
築
頗
る
相
似
た
も
の
で
あ
る
。
四
堂
と
士
一
堂
の
對
立
が
最
も
著
し
い
差

異
で
あ
る
。
朝
堂
院
は
即
位
朝
賀
の
大
澱
燐
式
の
畢
行
場
で
、
盟
樂
殿
は
式
後
の
蕊
要
場
で
あ
る
。
豐
樂
院
は
平
安
京
に
於

て
始
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
而
も
京
城
中
最
も
設
世
の
遅
い
建
物
で
あ
っ
た
。
平
城
京
或
は
そ
れ
以
前
の
帝
都
に
於
て

は
、
饗
要
は
朝
堂
院
或
は
内
裏
に
於
て
行
は
れ
た
校
様
で
あ
る
っ
平
城
京
の
朝
堂
院
の
諸
殿
堂
は
、
大
極
殿
以
下
平
安
京
の

そ
れ
と
異
る
所
が
な
い
と
は
、
既
に
諸
學
者
の
説
く
所
で
そ
の
位
世
は
平
安
京
で
は
宮
城
の
正
中
朱
雀
門
の
直
後
に
在
る
が

平
城
京
に
於
て
は
少
し
く
束
に
侃
し
て
ゐ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
都
府
椣
脆
舍
は
京
師
の
朝
堂
院
或
は
醐
樂
殿
に
机
雌
ず
る
も
の
と
推
察
し
、
こ
の
雨
院
の
殿
堂
配
置
を
参

照
し
て
都
府
櫻
の
復
原
川
を
示
せ
ば
鏥
七
州
の
様
な
結
果
と
な
る
。

然
る
に
こ
の
都
府
桃
諸
般
《
味
を
以
て
太
宰
府
聡
唯
一
の
臓
舍
と
見
微
し
、
東
西
胴
殿
を
以
て
束
恥
西
臓
と
稲
へ
官
人
の
政

務
を
探
る
政
脆
と
誤
解
す
る
者
が
少
く
な
い
。
叩
一
生
は
皿
恥
に
外
脈
の
大
磯
外
群
接
待
狸
應
の
一
院
に
過
ぎ
な
い
ｏ
政
務
を
と
る

太
宰
府
の
拙
趾
と
條
坊
一
二
七

で
あ
る
。
今
遺
蹟
の
敢
も
明
か
な
牛
安
京
の
朝
堂
院
に
對
比
す
れ
ば
、
都
府
楼
し
大
門
は
應
天
門
に
あ
た
り
、
中
門
は
會
昌

門
に
相
當
す
る
で
あ
ら
う
。
東
四
剛
殿
は
左
右
土
一
堂
に
本
殿
は
正
に
大
概
雌
で
あ
っ
て
後
殿
は
小
安
殿
に
該
當
す
る
。
而

Ｉ
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Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
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ノイ

べ
き
聴
舍
は
別
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

都
府
櫻
阯
の
西
北
に
あ
た
っ
て
六
七
反
許
り
の
平
埋
な
地
域
が
あ
っ
て
、
一
見
し
て
官
衙
の
所
在
に
通
常
な
地
勢
を
な
し

太
宰
府
の
沿
踏
と
條
吻

一

二

八



て
ゐ
る
。
現
在
尚
同
所
に
穴
の
繰
り
込
み
あ
る
礎
石
が
一
．
佃
裟
っ
て
、
禧
位
世
溌
保
っ
て
ゐ
る
。
京
師
の
宮
城
に
對
比
す
れ

ば
、
宛
も
こ
の
地
は
内
裏
の
位
世
に
徴
っ
て
ゐ
る
。
太
宰
府
に
於
て
も
亦
と
の
地
を
内
裏
と
字
し
て
ゐ
る
。
或
は
太
宰
府
長

官
の
正
舍
の
如
き
も
の
の
遺
蹟
で
あ
ら
う
か
。

内
裏
の
西
に
隣
れ
ろ
丘
地
を
臓
司
と
字
し
て
ゐ
る
。
今
は
此
の
地
は
北
は
山
林
南
は
庭
園
及
畠
地
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
昔

か
ら
人
工
を
以
て
平
坦
に
し
た
台
地
で
、
濟
時
官
衙
倉
庫
の
配
置
さ
れ
て
ゐ
李
伶
状
態
は
現
存
の
礎
石
を
以
て
知
ら
れ
る
。
（
鞭

●

藏
司
と
派
倉
院
」
塞
照
｝

タ
ク
ミ
ノ
ヅ
カ
サ

藏
司
の
丘
地
の
西
南
隅
あ
た
り
を
匠
司
と
仰
孵
し
て
ゐ
る
。
そ
の
地
一
帯
に
小
繊
汁
及
び
織
津
散
在
し
鋳
作
場
の
阯
と
思

は
れ
る
。
多
く
は
釘
及
び
札
板
の
形
を
な
し
て
ゐ
る
。
令
制
太
宰
府
に
大
工
小
エ
が
あ
っ
て
・
城
陛
舟
獄
戎
器
諸
醤
作
之
事

を
掌
り
、
叉
絨
日
本
紀
桓
武
天
皇
延
膀
九
年
川
月
太
宰
府
に
仰
せ
て
鐡
宵
二
千
九
百
枚
を
造
ら
し
む
る
と
見
へ
て
ゐ
る
か
ら

匠
司
は
即
ち
こ
れ
等
に
關
係
あ
る
迩
跡
で
あ
ら
う
。
今
は
賊
司
匠
司
の
二
司
を
礎
す
に
過
ぎ
な
い
が
、
古
は
更
に
司
諾
稲
す

る
官
衙
批
多
附
近
に
存
し
た
も
の
と
恩
は
れ
る
。
綾
日
木
後
紀
承
和
九
年
八
月
の
條
に
梁
け
ら
れ
た
太
宰
大
式
藤
原
朝
臣
榮

の
上
奏
の
中
に
も
「
府
多
二
行
舍
一
、
破
櫨
不
し
少
。
」
Ｌ
」
あ
り
、
京
都
の
八
特
院
に
常
る
諸
司
多
く
こ
の
方
面
に
配
置
さ
れ
た

所
で
あ
ら
う
。
藏
司
と
相
對
し
て
都
府
榧
の
東
方
に
月
山
と
呼
ば
れ
る
丘
陵
が
あ
る
。
こ
の
丘
も
頂
は
削
平
せ
ら
れ
高
燥
に

し
て
展
望
の
利
を
占
む
ろ
地
で
あ
る
。
今
猫
礎
石
礎
る
と
云
ふ
が
、
雑
草
雑
木
の
繁
龍
に
委
ね
ら
れ
従
裾
す
る
事
ぞ
得
な
か

卜
そ

っ
た
。
月
山
な
る
名
は
、
も
と
辰
山
と
い
っ
た
事
よ
ｈ
託
っ
て
つ
き
山
と
な
っ
た
と
い
ふ
。
緬
日
本
紀
光
仁
天
皇
喪
聰
五
年

嘩
計
唖
癌
釧
嬬
｛
識
峠

つ
た
。
月
山
万

府
）

十
一
月
の
條
に

’
太
宰
府
の
証
踵
と
條
坊

1
１１１可

一
二
九

」



’

太
宰
府
の
避
蹟
と
條
坊
一
三
○

○
○
○
○
○
Ｏ

太
宰
陸
奥
川
弊
二
不
庭
一
，
飛
騨
之
奏
散
し
記
二
時
刻
一
、
而
太
宰
既
有
二
漏
刻
一
、
此
國
潤
無
二
其
器
一
云
掩

と
見
え
、
叉
延
喜
式
に
は

凡
太
宰
及
陸
奥
國
漏
守
辰
丁
各
六
人

と
あ
り
、
此
の
洞
刻
台
は
即
ち
月
山
が
其
の
逝
岐
と
言
ふ
。

字
大
喪
に
あ
る
都
府
椣
を
中
心
と
し
て
、
束
に
月
山
西
に
賊
司
が
あ
り
諸
官
衙
の
遺
阯
が
存
し
て
ゐ
る
。
こ
の
範
閲
は
凡

て
哲
太
宰
府
持
臓
の
臓
域
で
あ
る
。
そ
の
町
至
を
按
ず
る
に
、
南
は
今
の
脾
逝
で
あ
る
都
府
椣
大
門
阯
前
の
東
西
に
走
る
道

を
限
り
、
束
は
月
山
東
方
の
山
下
の
小
路
、
西
は
西
油
塘
に
接
す
る
藏
司
台
地
の
断
崖
を
以
て
限
り
、
北
は
大
野
山
の
山
脚

に
至
る
も
の
と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ら
う
。
境
界
の
最
も
明
瞭
な
藏
司
台
地
の
西
端
よ
り
都
府
機
南
北
中
軸
線
迄
の
距
離
を

計
れ
ば
二
町
あ
り
、
同
じ
く
中
軸
紐
よ
り
月
山
の
東
脚
ぞ
走
る
逝
路
迄
約
二
町
あ
る
。
よ
っ
て
都
府
櫻
を
中
心
と
し
て
東
西

に
二
町
宛
の
範
固
を
臓
域
と
し
、
南
北
も
同
じ
く
現
在
の
縣
道
よ
り
北
四
町
の
範
剛
を
限
り
、
方
四
町
を
以
て
府
恥
の
四
至

と
推
定
さ
れ
る
。

以
上
太
宰
府
恥
の
臓
舎
の
配
世
、
並
び
に
凹
至
を
推
測
し
た
か
ら
、
序
に
都
府
楼
遥
踏
の
實
測
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
礎
石

間
の
尺
寸
を
以
て
、
建
築
常
時
に
用
ひ
ら
れ
た
る
尺
度
の
吟
味
を
試
み
て
置
か
う
。

凡
そ
我
國
古
尺
に
二
郡
あ
り
、
所
謂
高
歴
尺
及
び
店
尺
が
之
で
あ
る
。
令
制
に
よ
れ
ば
大
小
二
極
の
尺
葬
定
め
、
大
尺
は

土
地
の
丈
戯
に
の
み
用
ひ
、
大
尺
一
尺
は
小
尺
の
一
尺
二
寸
に
當
ろ
。
所
謂
大
尺
は
高
麗
尺
で
あ
っ
て
、
小
尺
は
厭
尺
で
あ

る
。
和
銅
六
年
格
を
以
て
、
從
來
の
小
尺
を
大
尺
と
な
し
、
別
に
特
種
の
川
に
限
り
小
尺
を
定
め
た
。

’
1



此
庭
に
太
宰
府
臆
建
築
使
用
尺
は
大
小
何
れ
の
尺
を
用
ひ
た
か
、
そ
の
単
位
に
は
今
日
の
曲
尺
の
幾
許
に
相
當
す
る
か
が

以
下
尺
藁
す
べ
蓄
問
題
で
あ
る
。
〈
繍
辮
畿
珊
鰈
蕊
灘
瞭
藻
蒙
）

疵
測
曲
尺
値
平
均
値
推
定
座
尺
値
塵
尺
軍
位

一
》
州
山
一
鉛
一
斤
挙
誰
樒
華
鋪
五
加
旧
宅
《
学
侭
準
諦
》
い
へ
弱
）

東
西
柱
間

一

大
門

一
南
北
札
間
’
十
三
尺
三
寸
一
分
ｌ
‐
Ｉ
十
四
尺
九
寸
五
分

一
時
一
睡
《
帆
五
分
一
十
四
尺
六
寸
一
分
七
皿
十
五
尺
九
寸
七
分
四
町
。
（
強
）

東
西
材
間

一

中
門

南
北
柱
間
一
二
什
圭
唾
二
寸
五
分

一
二
十
三
尺
一
寸
二
分
五
吋
．
二
十
四
尺
九
寸
六
分
四
順

一
藩
峅
一
Ｆ
諭
一
羊
畿
栫
分
二
虹
Ⅲ
三
都
誇
遡
両

肛
俊

一
ｆ
学
肝
０

－

太
宰
府
の
識
蹟
と
條
坊

一
一
一
一
一

１



】

正
殿
一
南
北
減
冊
平
均
値
十
尺
七
寸
二
分
十
一
尺
九
才
七
分
四
厘

一
東
西
減
間
平
均
値
十
両
尺
五
寸
八
分
六
厘
十
天
尺
九
寸
七
分
二
匝

以
上
各
殿
宇
よ
り
得
た
推
定
軍
位
唐
尺
一
尺
の
長
さ
の
全
平
均
値
は
、
九
寸
七
分
五
厘
四
毛
狸
と
な
る
。
即
ち
唐
尺
を
以

て
當
時
の
建
築
行
は
れ
た
と
す
れ
ば
、
府
尺
の
一
尺
は
現
曲
尺
の
九
寸
七
分
五
厘
四
毛
弧
の
長
さ
に
當
る
事
を
知
る
。
正
倉

院
御
物
の
中
に
天
平
尺
と
榊
す
る
も
の
が
あ
る
が
現
曲
尺
に
近
い
九
寸
八
分
前
後
の
も
の
最
も
多
い
。
こ
れ
は
和
銅
の
大
尺

で
あ
っ
て
・
令
の
小
尺
又
所
訓
牌
尺
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
尺
は
現
在
の
曲
尺
よ
り
一
尺
に
就
い
て
二
分
許
り
短
い
◎
正
倉
院

御
物
中
上
述
の
太
宰
府
為
臓
推
定
尺
に
近
い
も
の
を
見
川
す
に
、
明
流
八
年
蜷
川
式
胤
氏
資
測
の
牙
尺
に
九
寸
七
分
五
厘
の

も
の
あ
り
、
同
氏
計
測
の
も
の
に
叉
九
寸
七
分
六
厘
な
る
牙
尺
及
紅
牙
溌
喋
尺
の
二
本
が
あ
る
。
之
を
關
野
貞
博
士
の
平
城

京
内
諸
寺
院
の
資
測
の
結
果
推
知
さ
れ
た
ろ
箪
位
府
尺
の
丸
寸
八
分
弱
な
る
に
比
す
れ
ば
正
に
之
れ
と
符
合
す
る
も
の
で
あ

・
ｆ
二
尺
大
寸
五
分
一

一
十
二
尺
八
寸

十
二
尺
六
寸
五
分
↑一
十
二
尺
七
寸
十
三
尺
九
寸
七
分
七
ｍ
（
弱
）

十
二
尺
六
寸

南
北
柱
間
十
二
尺
七
寸

一
〆
帝
一
叫
峠
耕

西
殿

東
西
林
間
一
地
卵
鄙
対
十
尺
九
寸
七
分
七
厘

一
九
尺
七
寸
七
分
（
弱
）

（
九
尺
八
寸

太
宰
府
の
謡
蹟
と
條
坊

ｇ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

一
一
一
一
一
一



る
．
右
は
最
初
か
ら
使
用
尺
を
唐
尺
と
し
て
算
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
高
腿
尺
即
ち
今
の
大
尺
を
以
て
計
れ
ば
ど
う
い
ふ
結

果
に
な
る
で
あ
ら
う
か
。
前
掲
の
柱
間
賛
測
仙
に
つ
い
て
高
麗
尺
ぞ
摘
川
す
れ
ば
．
推
定
尺
は
完
數
を
得
る
こ
と
困
難
と
な

る
。
弧
ひ
て
完
數
と
す
れ
ば
、
軍
位
尺
の
長
短
過
不
足
等
し
く
生
じ
て
來
ろ
。
例
へ
ぱ
本
殿
の
東
西
柱
間
平
均
他
十
四
尺
五

寸
六
分
八
厘
を
高
麗
尺
で
十
二
尺
と
す
れ
ば
、
単
位
尺
は
一
尺
二
寸
一
か
』
ハ
厄
と
な
り
、
現
曲
尺
一
尺
二
寸
よ
り
も
長
く
、

叉
高
麗
尺
十
三
尺
と
す
る
も
軍
位
尺
は
繩
か
に
一
尺
一
寸
二
分
二
厘
と
な
る
。
本
殿
東
西
性
間
平
均
値
十
尺
七
寸
二
分
も
、

高
腿
尺
九
尺
と
し
て
軍
位
尺
は
一
尺
一
寸
九
分
弧
と
な
り
、
現
一
尺
二
寸
に
大
差
な
い
。
以
下
諸
殿
宇
の
一
食
に
就
い
て
之

を
測
っ
て
も
、
高
麗
尺
の
単
位
長
さ
は
或
は
長
大
に
或
は
短
小
に
過
ぎ
そ
の
出
入
唐
尺
よ
り
も
大
と
な
る
。
よ
っ
て
都
府
椣

建
築
に
當
つ
て
は
、
府
尺
を
使
用
し
た
も
の
と
推
定
し
て
よ
い
。

を
測
っ
て
も
、
高
雨

建
築
に
當
つ
て
は
、

二
、
観

槻
世
昔
寺
は
齊
明
天
皇
御
追
禰
の
爲
め
天
智
天
皇
創
建
を
命
ぜ
ら
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
其
目
的
は
も
と
よ
り
西
睡
の
邊
地

に
崩
御
さ
れ
た
先
帝
の
御
追
善
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
は
以
て
太
宰
府
の
都
市
の
繁
榮
策
の
一
助
で
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

太
宰
府
の
迩
悶
と
條
坊
一
三
三

太
宰
府
観
世
音
寺
伽
藍
の
平
面
復
原
案
は
既
に
先
學
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
。

一
、
槻
枇
一
音
寺
研
究
工
學
士
禰
山
敏
夫
氏
論
文
（
蝿
雲
鐸
椰
癖
罐
帷
號
）

一
、
観
世
音
寺
伽
藍
の
平
面
復
原
案
に
就
い
て
工
學
士
服
部
勝
吉
氏
論
文
（
擁
華
鮭
叫
認
距
辮
咋
雌
二
）

以
上
二
論
文
は
、
私
案
を
得
る
に
當
っ
て
参
照
し
た
所
多
く
数
に
記
し
て
敬
意
を
表
す
。

以
上
二
論
文
は
、
”

（
イ
）

世
一
昔
寺

沿
革

Ｉ

｣



１

太

宰

府

の

迩

蹟

と

條

坊

一

三

四

然
し
乍
ら
庚
大
な
る
伽
藍
は
一
朝
に
し
て
成
る
べ
く
も
あ
ら
す
、
落
慶
迄
は
多
く
の
星
霜
を
要
し
た
。

練
日
本
紀
（
巻
四
）
に
よ
れ
ば
、
和
銅
二
年
二
月
元
明
天
皇
の
詔
為
掲
け

筑
紫
観
世
言
寺
、
淡
海
大
津
寓
御
字
天
皇
奉
二
爲
後
岡
本
宮
御
宇
天
皇
一
存
願
所
し
基
也
。
雌
ゾ
累
二
年
代
一
迄
し
今
末
ゾ
了
。

注
下
太
宰
商
量
充
駈
二
使
丁
五
十
許
人
一
及
遂
↓
閑
月
一
差
二
發
人
夫
一
専
加
二
按
校
一
早
令
小
笹
作
上
。

と
あ
り
、
絨
日
本
紀
（
巻
二
）
大
黄
元
年
の
條
に
は

槻
世
音
寺
筑
紫
尼
寺
封
起
二
大
蜜
元
年
一
計
流
二
五
歳
↓
並
停
二
止
之
一

と
見
ゆ
れ
ば
、
天
智
朝
以
來
の
工
事
捗
ら
ざ
〃
し
状
態
が
知
ら
れ
る
。
大
賓
、
和
銅
耐
度
の
督
促
に
次
で
養
老
七
年
に
は

僧
猫
蕃
を
西
下
せ
し
め
、
迭
寺
に
鞁
掌
せ
し
め
ら
れ
た
事
を
、
扶
桑
略
記
に
記
し
て
あ
る
。
緑
準
羅
涯
澤
謡
秘
熱
帯
唯
却
緋
翫
鐸
）

次
い
で
僧
玄
防
天
平
十
七
年
十
一
月
槻
仙
一
音
寺
遥
誉
を
名
と
し
て
筑
紫
に
下
さ
れ
た
。
（
認
認
峠
群
轄
十
六
）
伽
礁
の
完
成
は
、

正
史
に
明
記
が
な
い
が
、
扶
桑
略
記
抜
莱
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
八
年
六
月
槻
世
音
寺
供
養
を
体
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
頃
を
完
成

の
時
期
と
見
る
も
天
智
朝
よ
り
八
十
餘
年
耗
經
た
も
の
で
あ
っ
た
』
そ
の
間
工
事
時
に
停
頓
し
た
が
屡
舞
朝
廷
の
将
勵
に
よ

っ
て
統
行
せ
ら
れ
、
終
に
旗
西
の
大
寺
と
し
て
堂
塔
伽
確
の
完
備
ぞ
見
た
。
北
〈
後
天
平
勝
喪
六
年
四
月
戒
踊
附
設
せ
ら
れ
、

症
痔
識
鍔
礎
葎
手
二
）
天
下
三
戒
聰
の
一
と
し
て
著
れ
ろ
。
爾
來
根
本
堂
宇
の
新
設
な
く
、
延
喜
五
年
観
世
昔
寺
費
財
帳
〈
詞

、
Ｔ
ｌ
、

》
輌
鐸
鞍
榊
卒
垂
蹄
嘩
）
に
よ
れ
ば
常
時
伽
灌
お
各
所
に
破
掴
あ
り
、
叉
修
覆
簡
所
多
い
け
れ
ど
も
、
再
建
堂
宇
は
無
か
っ
た

も
の
上
様
で
あ
る
。
後
康
平
六
年
初
め
て
火
災
に
迺
ひ
、
堂
塔
刎
廊
烏
有
に
蹄
し
銅
噸
部
藷
恰
講
堂
華
峨
澁
霊
彌
癖
“
抑
）
趣

へ
て
峻
治
二
年
六
月
廿
一
日
（
唯
岼
や
軽
錐
）
拝
び
火
難
に
樅
る
。
（
挿
蝿
嘩
諦
）
此
の
時
焼
失
し
た
の
は
金
堂
の
み
の
様
で
あ

ｈ
巳
１
４
Ｆ
Ｉ



る
が
、
次
で
康
治
七
年
に
は
塔
も
亦
火
災
に
辿
つ
た
。

先
の
康
平
の
火
災
後
治
雁
二
年
に
押
典
さ
れ
た
誰
熾
は
五
川
川
而
で
延
奔
五
年
の
餐
財
帳
に
あ
る
七
間
よ
り
二
棚
ぞ
減
じ

て
ゐ
る
。
即
ち
扶
桑
略
記
治
暦
二
年
十
一
月
什
八
日
の
條
に

供
養
鎭
西
太
宰
肝
槻
世
音
寺
瓦
化
江
川
川
而
誹
堂
一
宇
云
凌

室
町
時
代
に
入
っ
て
は
文
明
士
一
年
宗
祗
法
師
此
の
地
を
訪
ね
た
時
、
誰
堂
金
堂
の
み
礎
っ
て
既
に
頽
應
の
状
著
し
か
っ

た
。
霊
郡
謡
）
慶
長
三
年
是
齊
噸
鑑
の
九
州
下
向
に
際
し
て
は
、
誰
堂
の
み
本
堂
の
名
を
以
て
礎
ろ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

（
瀝
惟
睡
眠
記
）
其
本
堂
も
寛
永
七
年
大
風
の
鰯
倒
壊
し
た
の
で
元
藤
元
年
時
の
祁
岡
藩
主
鵬
川
光
之
仰
興
し
た
。
（
淋
催
）
こ

す
る
本
堂
は
元
職
の
再
興
で
、
士

た
も
の
と
思
は
る
Ｌ
石
が
あ
る
。

れ
現
在
の
本
堂
で
あ
る
。

の
句
が
あ
る
。

又
木
堂
内
に
齊
礎
石
塊
波
せ
る
も
の
も
あ
る
。
今
發
掘
さ
れ
た
本
唯
楜
剛
の
礎
石
十
九
筒
あ
る
。
拷
哲
位
世
ぞ
改
め
ず
に

ゐ
る
。
（
柵
榊
峠
咋
叶
観
群
鈍
癖
州
畦
辨
咄
埼
蔀
州
呼
小
唖
耀
釧
へ
）
（
筑
八
川
塞
照
）
礎
石
の
形
状
は
都
府
桃
阯
の
も
の
と
大
兼
な

太
宰
府
の
弼
砿
と
條
坊
二
一
五

一
、

、
琴
耐
擢
ヨ
眠
凹

槻
世
昔
寺
の
奮
榊
を
察
す
る
に
徴
り
、
舷
も
蝿
符
な
登
料
傘
や
典
ふ
る
も
の
は
誰
唯
阯
の
礎
石
で
あ
る
。
現
在
こ
の
地
に
作

る
本
堂
は
元
隊
の
再
興
で
、
本
唯
の
地
磐
は
碑
礎
よ
り
桁
高
ま
っ
て
存
し
て
ゐ
る
。
現
在
の
牲
底
に
蒋
礎
を
運
ん
で
据
え

講
堂
阯

！
（
ロ
）
迩
蹟
の
現
状

皿

」

’
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1

乳
待
薑
型
．
、
く
州
マ
キ
三
弐
群
一
ｃ
番
創
忌
蝦
ま

く
、
花
尚
岩
の
原
石
を
川
ひ
一
段
或
睦
一
段
の
回
板
形
注
座
造
り
川
し
か
あ
り
、
一
途
の
出
し
下
底
の
直
經
は
三
尺
よ
り
二

尺
五
寸
の
間
に
あ
る
。
東
山
に
八
仙
附
北
に
五
仙
竝
ん
で
ゐ
る
か
ら
、
七
棚
四
面
の
建
物
で
あ
っ
た
事
を
知
る
。

一一一+－－－

太
宰
府
の
泄
蹟
と
條
坊

国
庫
雷
謡
瞬
牌
諜
報
叫
声
童
團
シ
譜

’
討
為
い
、
為

一
一
二
｛
〈

渓．j〃 ･J"

｡



三
罰
堂
刷

現
在
阿
彌
陀
堂
と
稲
す
る
建
物
が
哲
金
錐
の
位
世
に
存
し
て
ゐ
る
。
寛
水
七
年
誰
堂
倒
壊
後
、
一
時
假
堂
を
設
け
た
が
、

一
沁
職
の
再
興
の
時
本
堂
の
假
堂
を
此
庭
に
移
し
て
阿
珊
陀
堂
と
い
ふ
。
現
在
の
柱
座
に
用
ひ
ら
れ
た
礎
石
の
う
ち
に
、
数
個

礁
礎
を
利
用
し
た
る
も
の
が
あ
る
様
に
思
は
る
上
が
、
そ
の
位
憧
は
既
に
愛
へ
ら
れ
し
も
の
の
様
で
あ
る
。
阿
蠅
陀
堂
は
今

は
束
而
し
て
ゐ
る
が
、
金
堂
は
常
時
の
通
例
に
從
っ
て
南
面
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
久
し
い
應
絶
の
後
を
受
け
て
、
本
堂
の

附
展
建
造
物
と
な
っ
て
阿
彌
陀
堂
か
建
立
さ
れ
た
の
で
、
参
詣
の
便
宜
上
束
面
に
愛
じ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

四
．
南
大
門
阯

現
在
本
堂
に
向
ふ
毒
逝
を
挾
ん
で
礎
石
六
燗
残
存
す
る
所
が
あ
り
．
こ
れ
が
窪
寺
院
の
南
門
阯
で
あ
る
。
石
は
ぼ
醇
原
位

世
に
あ
る
が
、
少
し
宛
峨
斜
、
移
動
し
て
ゐ
る
か
ら
正
確
に
は
柱
間
の
迩
仙
を
得
る
事
は
出
来
な
い
。
此
の
南
大
門
阯
と
西

方
戒
亜
院
南
垣
と
の
間
に
は
、
東
西
に
土
型
が
迩
稚
し
て
奮
築
垣
の
位
世
を
知
る
事
が
出
来
る
。
文
政
三
年
槻
泄
昔
寺
附
近

の
礎
石
を
描
い
た
古
剛
緬
銅
妙
職
斐
叫
綴
哩
叫
纒
輕
一
鐸
一
蝋
畦
騨
醤
）
に
、
南
大
門
の
位
置
に
礎
石
五
川
を
並
べ
、

太
宰
府
の
職
瞳
と
條
坊
一
三
七

ニニ

、

名碁
含〃

●
４２

二
、
塔
婆
阯

誹
堂
の
東
南
に
あ
た
り
回
孔
の
繰
り
込
み
あ
る
塔
の
心
礎
が
あ
一
名
極
め
て
互
大
な
石
を
用
ひ
て
ゐ
る
か
ら
容
易
に
動
か

す
事
が
出
来
す
、
附
近
の
礎
行
は
皆
地
下
け
の
た
め
に
移
動
し
て
ゐ
ろ
け
れ
ど
も
、
心
礎
の
み
は
一
段
高
く
残
っ
て
ゐ
る
。

そ
の
表
面
は
誹
厳
の
奮
礎
と
ほ
ぜ
同
一
水
平
面
に
あ
り
、
他
の
礎
石
は
凡
て
移
動
傾
斜
し
て
散
在
し
て
ゐ
る
か
ら
、
復
原
に

あ
た
っ
て
資
料
と
な
る
も
の
は
こ
の
心
礎
の
み
で
あ
る
。

＝

２
１

上
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は
湖
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

七
、
菩
薩
院

成
坤
院
は
本
寺
の
西
南
隅
の
一
角
を
剖
し
て
現
仔
す
る
。
今
は
南
門
を
正
門
と
し
東
門
に
よ
っ
て
槻
世
青
寺
と
通
ず
ろ
。

今
の
院
の
州
邊
の
垣
は
在
來
の
院
地
を
限
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
堂
宇
及
び
継
門
は
齊
榊
と
趣
を
異
に
す
る
や
う
で
あ
る
ｃ

延
喜
資
財
帳
に
戦
す
る
所
で
は
東
西
附
門
を
附
き
木
堆
慨
唯
の
二
字
の
建
物
が
あ
る
。
四
門
の
方
が
大
き
い
か
ら
西
を
正
面

と
し
竜
宇
も
西
面
し
た
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
寺
瓶
古
側
念
吟
轆
聴
麺
輌
郷
唖
礪
恥
吹
や
岬
輝
詐
勃
唾
恥
降
路
恥
蝿
岡
）
に
も
南

門
を
描
か
ず
、
築
垣
を
以
て
塞
い
で
ゐ
る
。
今
の
市
門
の
北
に
あ
た
っ
て
、
四
隅
の
面
を
取
っ
た
方
形
の
礎
石
も
川
間
三
面

に
配
列
し
て
ゐ
る
。
中
央
列
厭
く
し
て
一
見
し
て
門
阯
で
あ
る
事
を
知
る
も
、
そ
の
礎
石
の
形
新
し
く
、
錐
癒
時
代
以
前
に

今
の
日
吉
祁
耐
石
段
直
下
よ
り
西
方
五
六
間
の
地
よ
り
礎
石
一
佃
發
掘
せ
ら
れ
た
事
が
あ
る
。
今
寺
務
所
の
北
側
に
在
っ

て
、
全
形
は
矩
形
を
な
し
、
中
央
に
深
い
側
孔
が
あ
る
。
暦
蚊
勝
と
認
め
ら
る
ｋ
も
の
で
、
そ
の
位
世
よ
り
見
て
、
北
門
關

係
の
も
の
で
あ
る
事
疑
ひ
な
か
ら
う
。
延
喜
五
年
群
財
峡
に
は
北
門
の
記
赦
が
な
い
が
同
帳
に
北
築
垣
は
此
従
尤
し
と
あ
れ

ば
、
北
門
も
共
に
失
は
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

太
宰
府
の
荊
踏
と
條
坊
一
三
八

そ
の
少
し
く
北
に
六
燗
の
礎
石
葬
一
州
い
て
に
王
門
乢
と
掩
明
し
て
ゐ
る
。
化
王
門
阯
は
即
ち
中
門
阯
で
あ
る
が
．
今
は
此
れ

に
相
當
す
る
地
に
は
一
の
礎
有
も
作
し
て
ゐ
な
い
。

六
、
戒
堀
院

五
．
北
門
阯



戒
填
院
上
｜
對
稚
の
位
置
に
あ
っ
た
一
院
を
菩
薩
院
と
い
ふ
。
今
は
韮
壊
の
塙
鶴
か
と
思
は
れ
る
数
坪
の
士
朧
ｈ
を
遺
す
他

は
凡
て
田
地
と
な
っ
て
ゐ
る
。
文
政
三
年
古
岡
に
は
士
盛
ｈ
を
描
い
て
誰
嘩
唯
と
記
し
テ
『
ゐ
る
。
寺
藏
古
川
に
も
護
摩
堂
と

附
記
し
て
ゐ
る
が
養
財
帳
に
あ
っ
て
は
菩
薩
院
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。

八
、
鳥
居
趾

現
在
の
縣
道
よ
り
北
に
入
る
塞
道
の
咽
側
に
柱
年
鳥
居
の
雨
脚
が
發
見
せ
ら
れ
た
。
非
賊
古
岡
に
も
此
の
位
世
に
鳥
居
が

描
か
れ
，
こ
の
門
に
描
け
ら
れ
た
も
の
と
仰
へ
る
「
獅
世
晋
寺
」
の
古
袖
一
面
本
寺
に
襲
藏
し
て
ゐ
る
。
祁
佛
否
合
期
の
遺

物
で
、
古
圖
に
は
尚
祗
鯛
耐
御
領
院
土
地
柳
等
の
祁
耐
誉
祠
が
寺
の
門
前
或
は
寺
内
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。

（
〈
）
踊
位
尺
度
の
吟
味

哲
雄
の
礎
石
に
よ
っ
て
推
知
し
得
ら
れ
る
も
の
は
、
前
述
の
如
く
講
堆
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。
残
礎
の
雷
測
に
よ
っ
て
燕
誰

唯
の
柱
間
ぞ
見
る
に
、
三
様
の
欺
仙
を
得
る
。
即
ち
四
隅
の
柱
州
は
中
間
の
柱
間
よ
り
小
さ
く
、
中
間
の
柱
間
に
つ
い
て
は

南
北
柱
間
は
東
西
柱
間
よ
り
小
い
。
次
に
溌
測
価
に
よ
っ
て
一
二
称
の
柱
間
の
各
堂
の
平
均
航
を
求
む
れ
ば
次
の
如
、
な
る
。

十
尺
六
寸
十
尺
六
寸
十
尺
六
寸
五
分
十
尺
六
寸
凹
分
十
尺
八
寸
二
分
十
尺
七
寸
四
分
十
尺
八
寸

以
上
平
均
値
十
尺
七
寸

。
。
寺

二
、
中
間
南
北
柱
間

十
四
尺
凹
寸
八
分
十
Ⅲ
尺
五
寸
五
分
二
十
九
尺
一
寸
一
分
（
二
珊
分
）

太
宰
府
の
邇
践
と
條
坊
一
三
九

一
、
四
隅
柱
間

q



I

太
宰
府
の
迩
跡
と
條
坊
一
四
○

以
上
平
均
値
十
四
尺
五
寸
三
分
五
厘

三
、
中
間
東
西
柱
間

十
五
尺
五
寸
五
分
三
十
尺
八
寸
五
分
（
二
間
分
）
三
十
尺
七
寸
九
分
（
二
間
分
）

以
上
平
均
値
十
五
尺
凹
寸
三
分
八
厘

此
の
三
種
の
仙
を
唐
尺
の
夫
堂
十
一
尺
、
十
五
尺
，
十
六
尺
と
す
れ
ば
店
尺
は
現
曲
尺
に
換
算
し
て
次
の
如
き
長
さ
と
な

る
で
あ
ら
う
。

一
、
四
隅
柱
間
に
よ
る
単
位
府
尺
仙
九
寸
七
分
二
厘
七
毛
強

二
、
中
間
南
北
柱
間
に
よ
る
単
位
店
尺
仙
九
寸
六
分
九
厘

三
．
中
間
東
西
柱
間
に
よ
る
軍
位
暦
尺
仙
九
寸
六
分
四
厘
九
毛
弱

以
上
平
均
単
位
店
尺
仙
九
寸
六
分
八
厘
九
毛
弱

若
し
槻
世
音
寺
伽
藍
が
府
尺
を
以
て
設
計
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
使
川
唐
尺
は
現
曲
尺
よ
り
三
分
餘
り
短
か
上
り

し
も
の
と
知
ら
ろ
。
次
に
高
腿
尺
使
川
を
似
定
す
れ
ば
、

杜
間
の
種
別
慨
側
価
平
均
へ
曲
尺
〕
高
職
尺
推
定
価
単
位
高
腿
尺
曲
尺
相
崎
値

一
、
四
隅
十
尺
七
寸
九
尺
一
尺
一
寸
八
分
九
厘
溺

一
、
中
間
南
北
十
四
尺
五
寸
三
分
五
厘
十
二
尺
一
尺
二
寸
一
分
一
厘
弧

言
中
問
東
西
十
五
尺
四
寸
三
分
八
厘
十
三
尺
一
尺
一
寸
八
分
八
厘
弱

以
上
軍
位
高
麗
尺
曲
尺
相
當
仙
平
均
一
尺
一
寸
九
分
六
厘
弧

Ｌ
Ｉ

｜
｜
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こ
の
結
果
と
前
に
得
た
唐
尺
軍
位
値
と
ぞ
比
較
し
て
何
れ
を
探
る
べ
き
か
。
勿
論
ど
の
歎
値
を
算
出
し
た
誉
料
と
し
て
は

講
堂
阯
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
急
速
に
断
定
は
州
來
な
い
が
、
少
く
と
も
如
上
の
軍
位
の
長
さ
は
、
從
來
の
諸
研
究
の
結
果

な
る
唐
尺
高
腿
尺
雨
尺
の
曲
尺
相
衛
航
と
對
比
す
れ
ば
、
唐
尺
使
用
の
可
能
性
大
な
ろ
を
受
え
る
。
即
ち
從
來
の
研
究
に
よ

っ
て
庶
尺
一
尺
は
曲
尺
の
約
九
寸
七
分
八
厘
に
あ
た
れ
る
に
比
す
れ
ば
、
槻
世
斉
寺
よ
り
得
た
堆
定
府
尺
軍
位
は
一
分
弱
短

い
も
の
に
渦
ぎ
ぬ
。
高
麗
尺
に
つ
い
て
は
約
一
尺
一
寸
七
分
五
厘
に
な
る
に
比
し
二
今
弧
長
大
と
な
る
。
即
ち
高
麗
尺
使
用

と
推
定
す
れ
ば
、
府
尺
使
川
の
場
合
よ
り
川
入
大
な
る
窮
尭
知
る
。
よ
っ
て
槻
世
音
寺
内
部
府
櫻
と
同
じ
く
牌
尺
使
用
お
ら

れ
た
も
の
と
推
定
す
る
浄
委
當
と
す
る
。
延
喜
五
年
賛
財
帳
に
は
誹
堆
の
灰
妾
淀
記
し
て
次
の
如
く
記
し
て
ゐ
る
。

晨
十
丈
、
砿
五
丈
一
尺

瓦
葺
誰
堂
一
宇
高
一
丈
三
寸
、
戸
六
具
貞
観
三
年
小
破

七
問
別
長
一
丈
四
尺

即
ち
誰
堂
の
桁
行
を
十
丈
と
し
て
裂
開
孝
五
十
一
尺
と
計
る
。
今
密
測
仙
と
對
照
し
て
、
延
喜
常
時
の
鯛
位
尺
と
曲
尺
と

の
比
率
を
見
れ
ば
、
次
の
如
く
な
る
で
あ
ら
う
。

延
寓
尺
州
尺
避
測
価
延
喜
尺
曲
尺
朋
當
値

誰
堆
桁
行
一
○
○
尺
九
八
、
六
一
尺
九
寸
八
分
六
厘
一
毛

同
梁
間
五
一
尺
五
○
．
四
九
尺
九
寸
八
分
八
厘

平
均
九
寸
八
分
七
厘
弧

延
喜
常
時
の
使
用
尺
は
現
仙
尺
の
九
寸
八
分
七
厄
餘
り
に
和
餅
す
る
。
こ
の
數
仙
の
碓
奉
は
も
と
よ
り
延
蒋
蚕
財
帳
の
示

す
数
仙
の
確
資
性
に
比
例
す
る
も
、
他
に
碓
か
む
べ
き
登
料
を
継
い
で
ゐ
ろ
か
ら
や
妾
財
帳
の
過
航
を
用
ひ
て
、
復
原
を
試

み
る
場
合
之
に
よ
っ
て
換
算
す
る
よ
り
途
が
な
い
。

太
宰
府
の
泄
跡
と
條
坊
一
四
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（
こ
伽
藍
寺
地
復
腺
案

槻
世
音
寺
伽
藍
の
復
腺
に
あ
た
っ
て
妓
も
有
力
な
ろ
指
示
為
與
ふ
る
も
の
は
、
延
喜
五
年
當
寺
資
財
帳
で
あ
る
。
同
帳
佛

殿
輩
に
よ
っ
て
講
堂
の
庇
義
は
既
に
之
を
畢
け
た
か
ら
、
以
下
共
他
の
諸
堂
宇
の
大
さ
を
摘
記
す
る
。

金
堂

瓦
球
一
屑
金
堂
壹
宇
潅
垂
錘
皿
即
五
蛭
二
丈
四
尺
五
寸

塔
婆

瓦
茸
五
重
塔
登
基
戸
球
具
鐸
四
口
先
資

瓦
茸
中
門
壹
宇
確
泗
趣
梱
駅
八
進
一
丈
四
尺

廻
廊

（
廻
廊
四
面
力
）

－
１
１
１
－

中

北西南東戸
長長長長四
誠武威武具

婁侭豐逼蕊
漆丈丈丈具各
尺嫌八難一
尺尺尺 具

門

厩
一
丈
五
寸

厭
一
丈
五
寸

庇
一
丈
一
尺
五
寸

炭
一
丈
五
寸

I
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門
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東
長
）
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川
一
陸
拾
五
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南
長
五
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漆
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長
陸
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こ
の
仙
鍾
椣
經
藏
佃
房
等
を
列
畢
し
て
ゐ
る
が
、
根
木
堂
宇
の
復
原
に
は
以
上
で
充
分
で
あ
る
か
ら
一
瘤
之
溌
引
川
し
な

い
。
賛
財
帳
は
建
築
伽
藍
索
宇
別
に
丈
最
を
記
し
て
は
ゐ
る
が
、
諸
殿
字
の
距
離
を
示
さ
な
い
か
ら
、
直
接
に
は
そ
れ
等
の

配
置
さ
れ
た
位
世
を
知
る
事
が
出
來
な
い
。
鱒
じ
て
現
在
の
．
礎
行
に
よ
っ
て
所
在
位
澄
を
知
り
得
る
の
は
、
講
堆
、
塔
婆
、

北
門
及
び
南
大
門
で
あ
る
。
右
凹
宇
の
建
物
和
互
間
の
距
離
を
蜜
洲
し
て
得
た
数
仙
は
次
の
様
で
あ
る
。

一
、
塔
婆
心
篠
中
心
と
誰
堂
岐
南
列
礎
石
級
と
の
南
北
の
距
離
九
十
九
尺
あ
り
。

一
、
塔
婆
心
礎
中
心
鮎
と
誹
堂
南
北
中
心
線
と
の
距
離
七
十
七
尺

一
、
諦
堂
妓
南
列
礎
石
線
中
心
鮎
と
北
門
阯
府
居
敷
發
見
地
鮎
と
の
距
離
は
三
亘
一
十
五
尺

一
、
講
堂
右
同
鮎
と
南
大
判
雑
礎
妓
北
礎
心
と
の
距
離
三
百
二
十
二
尺

一
、
講
堂
阯
礎
石
に
よ
っ
て
得
ら
る
Ｌ
講
堂
南
北
中
軸
線
は
北
軸
約
五
度
東
価
す
、
と
の
誰
堂
南
北
中
心
線
を
延
長
す
れ

ば
北
は
北
門
店
旙
敷
發
見
地
鮎
に
総
り
南
は
大
門
阯
鳥
居
阯
の
中
心
溌
過
る
べ
く
此
の
一
線
は
伽
藍
配
置
に
一
の
茶

桧
皮
葺
堂
堂
宇
籠
垂
埜
、
碓

板
葺
禮
堂
壹
宇
籠
極
畦
階艦

門
屋
威
宇

北
長
壹
拾
丈
漆
尺

栴瓦
皮茸
茸東
西門
門屋
屋登
壷宇

宇高長
商長九一
一一尺丈
丈丈

太
宰
府
の
泄
跡
と
條
坊

一
丈
六
尺
五
寸

一
丈
五
尺
五
寸

腿
七
尺

五
尺
股
七
尺

1

１

１
１
１
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四
四



準
を
與
ふ
べ
き
重
要
な
軸
線
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
凹
宇
の
外
直
接
に
關
係
位
置
を
知
る
べ
き
遼
椎
存
し
な
い
が
、
廻
廊
の
長
さ
に
よ
っ
て
，
ほ
唇
そ
の
位
置
を

推
定
し
得
ぺ
き
も
の
に
中
門
が
あ
る
。
飛
鳥
寧
樂
寺
院
建
築
の
通
性
と
し
て
、
姻
廊
は
、
誰
堂
斌
南
列
の
柱
間
よ
り
左
右
に

接
緬
し
、
南
に
折
れ
、
余
唯
塔
婆
考
閣
ん
で
抑
ぴ
中
心
に
向
っ
て
直
角
に
折
れ
中
門
に
於
て
合
す
る
。
即
ち
廻
廊
は
識
堂
中

門
孝
連
結
す
ぺ
き
方
形
或
は
短
形
の
プ
ラ
ン
を
有
す
ろ
を
例
と
す
る
。
棚
世
音
寺
も
亦
此
の
例
に
渦
れ
ず
、
喪
財
帳
に
示
す

所
の
廻
廊
の
長
さ
に
よ
っ
て
廻
廊
自
身
の
位
催
並
び
に
中
門
の
位
涯
決
定
せ
ら
る
で
あ
ら
う
。
喪
財
帳
に
示
す
廻
廊
の
長
さ

は
北
二
百
七
尺
南
二
百
五
十
八
尺
東
及
西
は
二
百
六
十
七
尺
で
あ
る
。
し
か
る
に
北
咽
廊
は
誰
堂
の
桁
行
百
尺
を
加
へ
三
百

七
尺
ぞ
以
て
東
西
の
距
離
と
な
す
ぺ
く
、
南
姻
廊
も
同
じ
く
中
門
の
桁
行
四
十
川
尺
を
加
へ
三
百
二
尺
と
す
る
。
南
北
雨
廻

廊
が
夫
凌
中
門
講
堂
の
桁
行
を
加
へ
て
ほ
ご
川
一
の
長
さ
と
な
ろ
は
、
廻
廊
が
北
方
誰
蝋
の
左
右
よ
り
川
で
南
方
中
門
に
て

合
す
る
誇
擦
で
あ
る
。
而
し
て
北
廻
廊
の
廠
さ
一
丈
五
寸
な
る
欺
仙
は
現
仙
尺
に
換
算
し
て
十
尺
四
寸
弧
と
な
り
、
先
に
求

め
た
堂
四
隅
の
柱
間
十
尺
七
寸
の
平
均
仙
に
近
い
。
よ
っ
て
北
廻
廊
は
識
罐
岐
南
列
の
柱
間
と
ほ
ｒ
等
し
い
厭
き
を
以
て
左

右
に
接
綴
し
た
る
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

東
西
胴
廻
廊
の
長
さ
二
百
六
十
七
尺
な
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
門
の
位
吐
を
決
定
す
る
事
が
川
來
る
。
即
ち
二
百
六
十

七
尺
よ
り
北
廻
廊
の
幅
一
丈
五
寸
没
ぴ
甫
姻
肺
の
幅
一
丈
五
寸
の
牛
を
減
じ
、
一
青
五
十
一
尺
三
寸
五
分
瀞
得
、
之
を
現
曲

尺
に
換
算
し
二
百
四
十
七
尺
丸
寸
八
分
（
弧
）
を
誰
堆
中
心
妓
南
列
礎
石
中
心
鮎
よ
り
中
軸
線
に
滑
っ
て
南
に
と
れ
ば
、
其

の
得
ら
れ
た
地
軸
は
即
ち
中
門
の
中
心
鮎
で
あ
る
。

太
宰
府
の
迩
跡
と
條
坊
一
四
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あ
る
。
菩
薩
院
も
同
じ
く
本
寺
の
東
南
隅
を
制
し
て
、
北
及
西
に
築
垣
を
設
け
て
ゐ
る
。
築
垣
内
に
は
講
堂
の
背
後
に
借
房

經
藏
鈍
櫻
等
の
建
物
配
世
さ
れ
た
所
で
あ
ら
う
が
、
逝
桝
を
止
め
な
い
か
ら
そ
の
位
置
を
推
論
す
る
事
を
止
め
る
。

観
世
晋
寺
の
寺
域
は
築
垣
を
以
て
限
ら
れ
た
範
園
に
止
ら
ず
、
更
に
廉
か
っ
た
も
の
Ｌ
様
で
あ
る
。
寺
藏
古
岡
に
築
垣
の

南
方
祇
園
宮
御
領
院
等
描
か
れ
た
地
は
、
蕾
寺
内
と
思
は
れ
る
。
老
ふ
る
に
南
は
今
の
都
府
椣
前
よ
り
五
條
橘
に
通
か
ろ
東

西
の
縣
道
を
以
て
限
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
道
路
は
後
に
論
ず
る
如
く
府
の
醤
大
路
の
名
残
で
あ
る
。
今
此
の
道

路
の
中
心
よ
り
塔
の
心
尺
迄
の
距
離
を
衝
測
し
て
五
百
四
十
四
尺
な
る
値
を
得
た
。
而
し
て
こ
の
五
百
四
十
四
尺
な
る
仙
は

一
町
牛
（
五
百
四
十
尺
）
に
近
似
せ
る
欺
で
あ
る
。
よ
っ
て
次
の
假
定
を
設
け
や
う
。

即
ち
金
堂
塔
婆
の
中
心
を
結
ぶ
東
西
絲
と
伽
藍
南
北
中
軸
級
と
の
交
戦
を
寺
域
の
中
心
鮎
と
し
て
、
東
西
南
北
に
一
町
牛

宛
の
範
囲
を
取
っ
て
全
寺
地
と
な
す
。
即
ち
寺
地
は
方
三
町
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
の
周
邊
を
見
れ
ば
、
南
は
先
の
縣
道
で

東
及
西
に
も
夫
盈
水
洗
並
に
小
経
あ
り
．
特
に
西
の
界
紐
に
活
ふ
所
の
道
路
が
護
寺
城
を
限
っ
た
も
の
と
推
察
さ
ろ
で
あ
ら

う
。
北
は
北
門
阯
よ
り
百
餘
尺
の
餘
裕
が
あ
る
。
更
に
此
の
推
定
寺
城
に
對
し
て
他
方
向
よ
り
吟
味
を
加
へ
る
。
北
門
阯
ょ

り
誹
蛍
最
南
列
礎
石
線
迄
の
距
離
は
二
一
百
一
千
五
尺
で
あ
る
。
同
級
よ
り
南
犬
門
裟
礎
（
鍛
靴
唾
唖
峠
唖
）
空
で
三
百
一
千
二

尺
叉
南
門
阯
同
鮎
よ
り
縣
道
中
心
迄
の
距
離
三
百
二
十
一
尺
で
あ
る
。
こ
の
三
者
は
ほ
■
等
距
離
な
り
と
得
ふ
事
を
得
る
。

而
し
て
其
仙
は
三
丁
の
十
分
の
三
な
る
三
百
二
十
四
尺
に
近
似
せ
る
数
で
あ
る
。
試
み
に
三
町
の
寺
地
を
十
等
分
す
れ
ば
築

α

垣
は
南
に
三
随
北
に
一
原
を
残
し
間
の
六
雁
を
占
む
る
。
垣
内
六
随
の
中
央
東
西
線
に
誰
堂
の
南
端
柱
列
が
あ
る
。

以
上
に
述
争
へ
た
所
に
よ
っ
て
、
槻
枇
一
昔
寺
舞
地
は
方
三
町
の
範
圃
を
占
め
、
こ
れ
が
中
心
軸
の
左
右
に
寺
院
の
根
本
堂
宇

次
宰
府
の
泄
跡
と
條
坊
一
四
七
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